
10広報とうえい 2024.５

　
令
和
７
年
３
月
新
規
学
校
卒
業
予
定
者

に
係
る
求
人
説
明
会
及
び
高
等
学
校
進
路

指
導
主
事
と
の
意
見
交
換
会
を
開
催
い
た

し
ま
す
。

　
新
規
学
卒
求
人
の
提
出
方
法
や
選
考
日

時
等
の
ご
案
内
、
さ
ら
に
は
、
高
等
学
校

進
路
指
導
主
事
と
の
意
見
交
換
に
よ
り
各

高
等
学
校
の
状
況
も
把
握
で
き
ま
す
。

　
新
規
学
卒
者
の
採
用
を
検
討
さ
れ
て
い

る
事
業
主
の
方
は
、
是
非
ご
出
席
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

○
日　
時　
令
和
６
年
５
月
21
日（
火
）

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
（
予
定
）

○
場　
所　
新
城
文
化
会
館　
大
会
議
室

●
問
合
せ
先

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
城

　
　
　
（
０
５
３
６
）
２
２
・
１
１
６
０

　
第
１
期
分
（
令
和
６
年
６
月
分
）
の
税

額
か
ら
控
除
し
、
第
１
期
分
か
ら
控
除

し
き
れ
な
い
場
合
は
第
２
期
分
（
令
和

６
年
８
月
分
）
以
降
の
税
額
か
ら
、
順

次
控
除
し
ま
す
。

・
公
的
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収

　
令
和
６
年
10
月
分
か
ら
控
除
し
、
控
除

し
き
れ
な
い
場
合
は
令
和
６
年
12
月
分

以
降
の
税
額
か
ら
、
順
次
控
除
し
ま
す
。

○
所
得
税
（
国
税
）
の
定
額
減
税
に
つ
い
て

　
令
和
６
年
分
の
所
得
税
に
お
い
て
も
定

額
減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
税
務
会
計
課　
　
　
７
６
・
１
８
１
４

自
動
車
税
種
別
割
の

納
付
を
お
忘
れ
な
く

人
権
擁
護
委
員
が

新
た
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

○
定
額
減
税
の
対
象
者

　
令
和
６
年
度
個
人
町
民
税
・
県
民
税
に

係
る
合
計
所
得
金
額
が
１
，
８
０
５
万

円
以
下
の
方
で
、
所
得
割
が
課
税
さ
れ

る
方
（
均
等
割
の
み
が
課
税
さ
れ
る
方

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

○
定
額
減
税
額

　
納
税
義
務
者
の
個
人
町
民
税
・
県
民
税

の
所
得
割
額
か
ら
次
の
①
か
ら
③
ま
で

の
合
計
額
が
減
税
さ
れ
ま
す
。

　
①
納
税
義
務
者
（
本
人
）
：
１
万
円

　
②
控
除
対
象
配
偶
者

　
　
（
国
外
居
住
者
除
く
）
：
１
万
円

　
③
扶
養
親
族

　
　
（
国
外
居
住
者
除
く
）
：
１
万
円

　
な
お
、
自
身
の
定
額
減
税
額
は
個
人
町

民
税
・
県
民
税
の
税
額
通
知
書
に
て
確

認
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
通
知
時

期
は
例
年
か
ら
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
）

○
定
額
減
税
の
適
用
方
法

　
個
人
町
民
税
・
県
民
税
は
均
等
割
額

（
森
林
環
境
税
含
む
）
と
所
得
割
額
か

ら
な
っ
て
お
り
定
額
減
税
額
は
所
得
割

額
か
ら
控
除
し
ま
す
。

　
ま
た
、
定
額
減
税
は
他
の
税
額
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
等
）
を
す
べ
て
反

映
し
た
後
の
所
得
割
額
か
ら
行
い
ま
す
。

　
定
額
減
税
可
能
額
が
所
得
割
額
を
上
回

る
場
合
に
は
、
定
額
減
税
補
足
給
付
金

の
支
給
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
定
額
減
税
の
実
施
方
法

・
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
方

　
令
和
６
年
６
月
分
は
徴
収
せ
ず
、
定
額

減
税
額
を
控
除
し
た
後
の
税
額
を
令
和

６
年
７
月
分
か
ら
令
和
７
年
５
月
分
ま

で
の
11
回
で
徴
収
し
ま
す
。

・
普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口
座
振
替
）
の
方

事
業
主
の
皆
様
へ

学
卒
求
人
説
明
会
の
ご
案
内

令
和
６
年
度

個
人
町
民
税
・
県
民
税
に

適
用
さ
れ
る
定
額
減
税
に
つ
い
て

　
令
和
５
年
12
月
22
日（
金
）に
閣
議
決
定

さ
れ
た
税
制
改
正
大
綱
に
お
い
て
、
賃
金

上
昇
が
物
価
高
に
追
い
付
い
て
い
な
い
国

民
の
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、
デ
フ
レ
脱

却
の
一
時
的
な
措
置
と
し
て
、
令
和
６
年

度
の
町
民
税
・
県
民
税
の
定
額
減
税
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
法
務
大
臣
よ
り
令
和
６
年
４
月
１
日
付

け
で
人
権
擁
護
委
員
が
新
た
に
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。

　
山
本　
貴
子
（
振
草
）

　
岡
田
さ
と
み
（
下
川　
再
任
）

　
和
合
真
由
美
（
園　
　
再
任
）

　
原　
さ
き
子
（
振
草　
再
任
）

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
市
町
村
長
か
ら
の

推
薦
を
受
け
て
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ

た
民
間
の
方
々
で
す
。

　
現
在
、
約
１
４
，
０
０
０
人
の
人
権
擁

護
委
員
が
全
国
の
市
町
村
に
配
置
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
人
権
に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
な
啓
発
活
動
を
行
っ
た
り
、
地
域

の
皆
さ
ん
か
ら
人
権
相
談
を
受
け
、
問
題

解
決
の
お
手
伝
い
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
人
権
擁
護
委
員
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
名
古
屋
法
務
局
新
城
支
局

　
　
　
　
０
５
３
６
・
２
２
・
０
４
３
７

　
５
月
31
日（
金
）は
、
自
動

車
税
種
別
割
の
納
期
限
で
す
。

　
４
月
１
日（
月
）現
在
で
自

動
車
を
お
持
ち
の
方
に
対
し
、

４
月
30
日（
火
）に
県
税
事
務

所
か
ら
納
税
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
の
で
、
お
近
く
の
県
税
事
務
所
、

金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
（
納
付
場
所
は
、

納
税
通
知
書
の
裏
面
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

　
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

な
ど
を
利
用
し
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

（
決
済
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
）
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で
も
納
付
し
て
い
た
だ

け
ま
す
。

　
な
お
、
名
義
変
更
や
廃
車
な
ど
の
手
続

を
他
の
人
に
依
頼
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、

納
税
通
知
書
が
届
い
た
場
合
は
、
そ
れ
ら

の
手
続
が
３
月
末
日
ま
で
に
行
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
依
頼

先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
転
居
な
ど
に
よ
り
納
税
通
知
書

が
届
か
な
い
と
き
は
、
管
轄
の
県
税
事
務

所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

●
問
合
せ
先

　
東
三
河
県
税
事
務
所（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　
　
　
　
０
５
３
２
・
３
５
・
６
１
３
０

　
Ｗ
ｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
▼

今
月
の
特
集

ま
ち
の
話
題

ほ
っ
と
ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

そ
の
他

暮
ら
し
の
情
報


